
千葉県収入保険加入推進事業
農業者の経営安定を図るため、新たに収入保険へ加入する農業者に対し、初年度保険料の一部を助成します。

千葉県

助成型（※2）

事業継承

1.千葉県内に住所を有する者（法人にあっては、本店または主たる事務所を県内に有する
者）
2.令和5年度中に保険期間が開始する収入保険に積み立ての特約を付して新規加入した農業
者（個人・法人）
3.自己負担分の保険料（積立金及び付加保険料を除く）が、3万円以上となる農業者
4.千葉県農業共済組合を通じて（オンライン申請含む）、保険加入手続きを行っているこ
と

～

初年度保険料の自己負担分(保険期間開始時点)が6万円以上：2万円、3万円以上6万円未満
：1万円

農林水産部団体指導課経営支援室
電話：043-223-3075

https://www.pref.chiba.lg.jp/dantai/kinyuu/nougyou-kyousai/hojo-syuunyuuhoken.html
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